
《 お問い合わせ｜健康保険課｜098-998-2210 》

①八重瀬町の国民健康保険に加入している７４歳までの方
②国民健康保険税の未納がない方
③医療保険対象の施術（はり・きゅう・あん摩・マッサージ・

柔道整復・整形外科等の医療機関）を受けていない方

年度内最大１２枚まで（１回の申請に
つき４枚交付。最大３回まで申請可能。）
※２回目以降の申請は、前回交付分の

使用後にお願いします。

交付枚数

前期期間 令和7年  4月1日（火）～令和7年9月30日（火）
後期期間 令和7年10月1日（水）～令和8年3月31日（火）
※各期間で交付予定枚数に達し次第、交付終了となりますので、予めご了承ください。

交付期間

〇申請窓口　　　　 健康保険課（本庁舎 ２番・みどりの窓口）
〇申請に必要なもの 申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

はり･きゅう･あん摩･マッサージ・
指圧施術利用券の交付（前期）が始まります！ 令和7年

4月1日（火）から
受付開始本町の指定する施術所において、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧

施術等を受ける際に、１日１回につき１，０００円を助成します。

令和7年度

※各期間で交付予定枚数に達し次第、交付終了となりますので、予めご了承ください。
申請方法

学校と地域の橋渡し役になってみませんか？
地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）を募集します！

対 象 者

八重瀬町中央公民館（八重瀬町字東風平１０１４番地）勤 務 地

令和７年４月１日～令和８年３月３１日（１年間）講 師委 嘱 期 間

月曜～金曜 ８：３０～１７：００（※）
※週３日、１日４．５時間程度。業務状況により変動あり

業 務 時 間

若干名 １，２００円／１時間報 酬募 集 人 数

①地域学校協働活動の推進に熱意と理解を有する者
②普通自動車運転免許、基本的なパソコン操作ができること

資格要件等

①地域の資源や人材を活かした学校教育活動の企画・運営を支援すること
②学校と地域の間で調整役として、情報の共有や連絡を行うこと
③地域ボランティアの募集、調整、研修などを行い、地域と学校が一体となる機会を
　作ること　他

業 務 内 容

《 お問い合わせ｜生涯学習文化課｜098-998-8383 》
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募集／健康

役場開庁時間にマイナンバーカードの申請や受取りに来られない方は、夜間・休日窓口をご利用くだ
さい。夜間・休日窓口は完全予約制ですので、前日までにご予約の上、ご来庁ください。

マイナンバー夜間・休日窓口（カード申請・交付）完全予約制

《 お問い合わせ｜住民環境課（マイナンバーカード担当）｜098-998-2443 》

前日までにお電話等にて予約 住民環境課（役場本庁舎1階）窓口

※日程を変更する場合があります。詳細は電話や町ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの
申請でお困りの方

夜間窓口 17：30～19：30

4 火3 6 木3

八重瀬町
ホームページ

チェックチェック

令和7年度交通災害共済ご加入のお願い

マイナンバーカードの
申請がご自身で難しい
方、または、施設入所者、
入院者、外出できない自
宅療養者、高齢者、障が
い者等の申請でお悩み
のご家族の方はお気軽
に電話もしくは、窓口ま
でご相談ください。

沖縄県町村交通災害共済組合では住民に対する交通災害共済事業を行っております。
本共済は加入者1人につき年500円で毎年4月1日～翌年3月31日まで加入することができ、加

入者が共済期間中に交通事故によりケガを負い医療機関に通院・入院した場合、治療実日数に応じ
て見舞金が支給されます。

八重瀬町に住民登録をしている方
なら年齢に関係なく誰でも加入でき
ますので、ぜひ家族揃ってご加入くだ
さい。細かい内容や加入手続きについ
ては、八重瀬町役場 総務課までお問
い合わせください。

また、申込窓口は令和7年3月31日
までは各自治会、令和7年４月1日以降
は八重瀬町役場 総務課となります。

《 お問い合わせ 》
総務課（交通安全担当）
☎098-998-2200

15 土3
休日窓口 9：00～11：30

13 日4

25 火3 27木3 8 火4 24 木4
12 水3 18 火3

納税／くらし
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